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れい明 和田地区の人口 

男 498 人     女 540 人  

総人口 1,038 人  世帯数  577 世帯  

高齢化率 56.5％  （８月１日現在） 

和田地区の各種情報やれい明の 

バックナンバーはこちらのＱＲ 

からもご覧になれます。 

 

編集・発行：和田市民センター   

TEL ：0834-67-2111    

MAIL：si-wada-ko@city.shunan.lg.jp 

 

和田小学校学習発表会のご案内 

全校児童１５名が、保存会の方々にご指導いただいて一生懸命練習してきた三作神楽

や、日頃の学習の成果を披露します。和田地区の多くの方のご来校をお待ちしています。 

日 時 ： 令和 6 年１０月１２日（土） 

９：３０～１１：００ 

会 場 ： 和田小学校体育館 

内 容 ： 三作神楽の発表（全校児童） 

      学習発表（各クラス） 

駐車場 ： 小学校運動場（小学校側） 

問合先 ： 和田小学校 TEL０８３４-６７-２１０１ 

  

国では、18～64 歳の人は１日６０分（１日約８，０００歩）、６５歳以上では１日

４０分（１日約６，０００歩）の身体活動量が目安とされて言います。普段から体を動

かすことで生活習慣病や認知症などのリスクを下げることにつながります。ウォーキン

グや普段の生活の中で活動量を増やし、健康づくり・フレイル（※）予防を意識してま

しょう。 

運動の秋 健康習慣を身に付けましょう 

※フレイル：加齢による筋力や心身の活力が低下していく状態のこと 

やまぐち健幸アプリを活用してみませんか？ 

ダウンロードして１か月以上の歩数を記録し、しゅうなん

健幸マイレージに応募すると豪華賞品がもらえるかも！？ 
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月 日 内 容 場 所 時 間 

10/ １（火） 移動図書館やまびこ号 和田支所 10:50～11:30 

10/ ８（火） 行政相談 和田市民センター 10:00～12:00 

10/12（土） 和田小学校学習発表会 和田小学校 9:30～11:00 

10/16（水） 移動図書館やまびこ号 和田支所 10:50～11:30 

10/19（土） 地域食堂ぺこぺこ 和田市民センター  

10/19（土） 和田コーラス発表会 和田市民センター  

10/20（日） 第３回 和田モルックの世界大会 和田小学校グラウンド 13:00～16:30 

 

１０月１日 ～ １１月 1 日    行  事  予  定 (９月３０日時点) 

秋の一日清掃についてのお知らせ 

 毎年１０～１１月に行われる秋の一日清掃は、

各自治会の都合の良い日にちで行ってください。

各自治会長様には申請や報告等に関する文書を

配布しておりますので、ご確認ください。 

問合先 和田支所 0834-67-2111 

9・10 月は行政相談月間です 

行政相談は、国などの行政に関する苦情、意見・

要望を受け付け、その解決や実現を促進するとと

もに行政の制度や運営の改善に活かしています。 

総務省では、令和６年度から、行政相談員制度

及び行政相談委員制度の認知度向上のため、毎年

９月から１０月を行政相談月間としています。 

和田地区においても以下のとおり、行政相談を

実施します。 

 

コミュニティイベント器材の整備 

（一財）自治総合センターでは宝くじの社会貢

献広報事業の一環としてコミュニティ活動の助

成を行っております。 

和田の里づくり推進協議会では、この度そのコ

ミュニティ助成事業を活用し、大型テント、スタ

ンド看板などの機材の整備を行いました。 

終活情報登録制度のご紹介 ～いざという時に備えて～ 

病気や事故などで意思表示が出来なくなった時やお亡くなりになったときに、警察署、消防署、医

療機関、福祉事務所やあらかじめ指定した方からの照会があった場合、事前に登録した情報を本人に

代わって市が開示する制度です。（市が照会なしに情報開示やその他を支援する支援ではありません） 

対    象 ： 市内在住の６５歳以上 

申請できる人 ： 本人、成年後見人、親族（本人の同意が必要） 

登 録 方 法  ： 「周南市終活登録申請書」を下記に提出（郵送可） 

登録可能情報 ： 緊急連絡先、本籍、かかりつけ医、延命治療等の意思表示、お墓の場所 等 

問 合 先  ： 周南市地域福祉課もやいネットセンター 0834-22-8200 

日 時 ： １０月８日（火）  

10：00～12：00 

場 所 ： 和田市民センター 小会議室 

問合先 ： 新南陽総合支所 地域政策課 

      0834-61-4215 

 


